
使用システム
射 水 市 多 職 種 連 携 支 援 シ ス テ ム 　
Ｔ Ｒ Ｉ Ｔ Ｒ Ｕ Ｓ （ ト リ ト ラ ス ）

シ ス テ ム 管 理 者 射 水 市 福 祉 保 健 部 　 地 域 福 祉 課

シ ス テ ム 提 供 者
株 式 会 社 カ ナ ミ ッ ク ネ ッ ト ワ ー ク
（ 東 京 都 渋 谷 区 恵 比 寿 4 - 2 0 - 3 ）

射 水 市 で の
運 用 開 始 年 月 日

令 和 元 年 １ ０ 月 １ 日

利 用 料 金

無 料
　 ※ シ ス テ ム 運 用 費 は 射 水 市 が 負 担 し ま す 。
　 ※ イ ン タ ー ネ ッ ト 環 境 に 関 す る 費 用 は
　 　 利 用 者 負 担 と な り ま す 。

射水市多職種連携支援システムについて０１

１

システム内で取り扱う個人情報の位置付け０２

このシステムで扱う同意者の個人情報は、原本（カルテ等）の複製情報とな
り、参考情報として利用してください。

書き込む内容は、各自が責任を持つこととします。
市はシステム内の個人情報について管理し、次の場合には個人情報を開示す
ることがあります。

（１）本人、法定代理人等から開示の請求があった場合

（２）法令等の規定により開示を求められた場合

（３）人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合等、

　　　公益上の必要その他相当の理由があると認められる場合


